
農業農村整備事業の役割
農業農村整備事業は、農業生産の基盤と農村の生活環境の整備を通じて、農業農村整備事業は、農業生産の基盤と農村の生活環境の整備を通じて、
１．食料の安定供給 ２．多面的機能の発揮 ３．農業の持続的発展 ４．農村の振興
の実現を図るための施策です。



農業生産基盤の整備
近畿農政局では、これまで近畿管内の農
用地区域※１（約２０万ha）の４割弱（約７万
ha）の農地を対象として、農業生産基盤を
整備してきました。

近畿管内には、基幹的※２な農業水利施
設と 水路が約 ダ ため設として、水路が約2,300km、ダム・ため
池・頭首工・機場が約300箇所もありま
す。

※１ 「農用地区域」とは、農業振興地域内において今後長期的
に農業利用すべき土地として定めた区域のことです。

※２ 「基幹的」とは 受益面積100ha以上を指します近畿管内 おける基幹農業水利施設 状況※２ 「基幹的」とは、受益面積100ha以上を指します。

ダム・貯水池 頭首工 機場 水路

（箇所） （箇所） （箇所） （㎞）

滋賀県 14 27 44 781

府県名

近畿管内のおける基幹農業水利施設の状況

京都府 6 14 13 150

大阪府 6 4 3 116

兵庫県 37 43 18 628

奈良県 12 11 10 261奈良県 12 11 10 261

和歌山県 6 12 26 333

近畿計 81 111 114 2,269

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(農業基盤情報基礎調査　Ｈ２０．３月）



農業生産基盤の保全 国営農業用水再編対策事業（大和紀伊平野地区）

整備前 整備後

これまで農業水利施設は、公共性や規模
に応じて、国・県・市町村・土地改良区※３

等により適正に維持管理されてきました。

これら施設の多くは戦後の食料増産期に
築造され、近年、施設の老朽化や機能低
下が著しく 農業用水の安定供給のため下が著しく、農業用水の安定供給のため
早急な改修や更新を必要としています。

近畿管内の水田の区画整備率※４は54％
で全国平均61％より遅れており、生産性

の高い農地の整備を一層進める必要が
あります。

安定的な農業用水と生産性の高い農地を
確保することにより、地域の農業生産の
中核を担う経営体の育成が図られます。

国営農地再編整備事業（亀岡地区）

整備前 整備後中核を担う経営体の育成が図られます。

※３ 「土地改良区」とは、農業水利施設の建設、管理、農地の整
備など土地改良事業を実施することを目的として、土地改良法に
基づいて設立される農業者の組織。農

※４ 「水田の区画整備率」とは、30a程度以上に区画整備された
水田の水田全体に占める割合。



農業生産基盤の成果
これまで近畿管内で実施してきた農業農村整備事業により、

約５万haの水田へ安定的に水が供給されています。
約３千haの畑地を整備し、都市近郊型農業が展開されています。

近畿

約５千haの樹園地を整備し、特色ある果樹が生産されています。

５万haの水田の米生産量を
（億円）

（億円）

全国 道府県 算出額近畿

野 菜
近畿

10.7%食料自給率に換算すると、

【前提条件】

（億円）

全国 道府県 算出額

１位 北海道 469

２位 兵庫県 106

３位 佐賀県 101

全国 道府県 算出額

１位 高知県 95

２位 熊本県 79

３位 福岡県 65

４位 群馬県 53

近畿

13.9%

882
億円

776
億円

なすなす

○1ha当たり生産量：5ton/年
○1人当たり消費量：60kg/人・年

万h 2 万

３位 佐賀県 101

４位 愛知県 27

５位 長崎県 21

５位 茨城県 38

８位 京都府 31

14位 大阪府 19

たまねぎたまねぎ

近畿

15.5%

なすなす5万ha×5ton＝ 25万ton
・・・１年当たり生産量

25万ton÷0.06ton≒420万人
・・・供給可能な人数

（億円）

全 道府県 算出額

果 樹

たまねぎたまねぎ

（億円）

全国 道府県 算出額供給可能な人数

結果的に、日本の食料自給率
０．７％相当を維持０．７％相当を維持しています。

全国 道府県 算出額

１位 愛媛県 192

２位 和歌山 184

３位 静岡県 182

1292
億円

近畿

34.9%
358
億円

全国 道府県 算出額

１位 和歌山 72

２位 奈良県 46

３位 福岡県 36

４位 岐阜県 32０．７％相当を維持０．７％相当を維持しています。
４位 熊本県 117

５位 佐賀県 106

みかんみかん かきかき出展：平成２１年農業算出額

４位 岐阜県 32

５位 愛知県 20



農地・水・環境保全向上対策は、農地や農業用水等の地域資源の良好な保全と

農地・水・環境保全向上対策の概要

その質的向上を通じて地域の振興を図るため、自ら考え自らの力で実施される
効果の高い共同活動を支援しています。

施設 適 管理施設 簡易補修○○ ○○

【【農村環境向上農村環境向上】】

•施設の適正管理
•生もの調査、植栽
•多面的機能の発揮

【【生産資源向上生産資源向上】】

•施設の簡易補修
•高度な維持管理
•異常気象後の見回り
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•施設の機能診断
•結果の記録管理
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【【組織づくり組織づくり】】

地域

都市
住民

ＮＰＯ
企業等

水土里ﾈ ﾄ

啓発活動

•活動計画の策定

100% 75%

農振農用地に対する農振農用地に対する
協定農用地面積の割合協定農用地面積の割合
（（H21H21実績実績））

地域
住民

自治会

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

★活動の３要件★

40%

60%

80%

35%

55%

67%
57%

20%
25% 【【基礎的活動基礎的活動】】

•草刈り、泥上げ
•遊休農地の保全管理

★活動の３要件★
①多様な人たちが参加する
組織づくり

②基礎的活動から成る

0%

20%

全国 近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

20%
11%

【【基礎的活動基礎的活動】】
•水利施設の点検
•遊休農地の把握

②基礎的活動から成る
活動計画づくり

③市町村との協定締結



農地・水・環境保全向上対策の取組
近畿農政局では、農村の混住化が著しい現状を踏まえ本対策を積極的に推進し、
● 平成２１年度の取組状況は 地区数 3 293地区 取組面積 103千h

■生産資源向上活動■組織づくり

● 平成２１年度の取組状況は、地区数：3,293地区 取組面積：103千ha
● 農振農用地に対する取組面積は、５５％と高い割合で展開されています。

■農村環境向上活動
地域住民とともに農道整備（京都市） 住民による農道の補修（綾部市）地域のみんなで計画づくり

■基礎的活動 ■農村環境向上活動■基礎的活動

子供によるビオトープ造り（与謝野町）地域住民総出の美化活動（京都市） 水路の生き物調査（京丹後市）



農地等活用のためのボランティアのネットワーク構築

ボランテ ア連絡会 ボランティア派遣活動ボランティア連絡会

事務局 (農政局)

農政局による「耕し隊」の

組織化・地域への派遣

ボランティア派遣活動

第１回（８月２日）

・メンバーからの活動報告

・アンケート調査（案）についての検
討・助言

・連絡会活動の趣旨。活動内容
（案）の作成
・アンケート調査（案）の作成

・活動の場（ﾆｰｽﾞ）の

・活動地域・取組主体等ごとのﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ活動の特徴・傾向・課題を分析
・事例集（案）の作成

ｱﾝｹｰﾄ調査の実施

第２回（１１月頃）

活動の場（ ）の
情報提供

・アンケート結果の情報共有、分析につ
いての助言
・事例集（案）についての検討・助言
・受益団体（農村等）からの報告

（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを受けた効果、課題、今後の方
向等）

事例集（案）の作成

・耕し隊員（活動ﾎﾞﾗﾝﾃｨ向等）

・手順書（案）の作成
・ＨＰによる公表（案）の作成

・手順書（案）の検討・助言

第３回（２～３月）

ｱ）の情報提供

・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化（案）の検討・助言

集約した情報を
ＨＰにより公開

事例集

手順書

ボランティアを活用した農地・耕作放棄地等の有効利用等の促進

ＨＰにより公開
アンケート



ボランティアによる耕作放棄地等を活用した事例
食料自給率の向上には、農地の有効活用と耕作放棄地の解消等が課題です。食料自給率の向上には、農地の有効活用と耕作放棄地の解消等が課題です。
● 日本の耕作放棄地は、滋賀県の面積を上回る４０万haまで拡大しています。
● 耕地面積が少ない日本において、貴重な農地資源が失われつつあります。

耕作放棄地の発生防止と解消のため、ボランティアによる取組が進められています。耕作放棄地の発生防 と解消のため、ボランティアによる取組が進められて ます。

日本都市農村交流ﾈｯﾄﾜｰｸ協会

1 場 所

京都生活協同組合 フジッコ(株)

1 場 所 1 場 所1.場 所
奈良県明日香村

2.参加者
中高年層 大学生

1.場 所
亀岡市,京丹波町他

2.参加者
職員 パート アルバイト

1.場 所
兵庫県豊岡市

2.参加者
職員 その家族中高年層,大学生

3.成 果
・平成20年から3年間で約2ha 
の水田を再生

職員,パ ト,アルバイト

3.成 果
・平成21年から京都の耕作放
棄地を活用し飼料米を生産

職員,その家族

3.成 果
・平成20年から棚田で里芋を
生産し保全活動を展開

・大学の実習ほ場とし,継続的
な活動を維持

・援農作業を通じて生産者と
顔の見える関係を構築

・収穫した里芋は全量買取り,
惣菜として販売



京都府ふるさとボランティア（さとボラ）の仕組み

京都府市町村
連携 要望

調整

農 村

要 望

都 市

要 望

要望
調整

◎募集、登録、派遣
◎ネットワークづくり

要 望

◎ふるさと保全
◎維持保全活動支援
◎耕作放棄地解消等

要 望

◎ふるさと保全
◎社会貢献
自然体験

支援

◎耕作放棄地解消等

組織化

支援
◎自然体験
◎農業体験 支援

◎草刈り
◎泥上げ

受入グループ

組織化 さとボラ登録会員

◎泥上げ
◎農地の保全
◎ため池・水路の維持管理
◎ふるさと保全ワークショップ

◎村づくりグループ
◎ボランティア
◎土地改良区
◎自治会

支援グループ

◎ボランティア
◎学生

参加参加

◎生態系保全
◎景観保全活動

◎自治会
◎水利組合
◎農業委員会
◎営農組合

◎学生
◎ＮＰＯ
◎企業
◎自治会、学校等

ふるさと保全

◎ＪＡ
◎自治会、学校等



京都府ふるさとボランティアの取組事例
“さとボラ”とは、京都府内の中山間地域にある農地や農業用水など地域資源の維持・さとボラ とは、京都府内の中山間地域にある農地や農業用水など地域資源の維持
保全のための活動を、農家とともに都市住民も参加して地域を守る取組です。
● 平成２０年から開始され、現在までに７地区にて実施しています。
● 主に棚田の草刈りや遊休農地の活用などを行っています。● 主に棚田の草刈りや遊休農地の活用などを行 て ます。

京丹後市丹後町上山 綾部市睦寄町古屋伊根町新井

棚田の草刈り（H20 9） 竹林の伐採作業（H22 6） 栃の木の植栽（H22 9）棚田の草刈り（H20.9） 竹林の伐採作業（H22.6） 栃の木の植栽（H22.9）

舞鶴市長谷 京丹波町三ノ宮舞鶴市杉山

遊休農地の活用（H22.10） わさび田の整備（H21.11） 遊休農地の活用（H22.8）


